
別記様式第９号（計画を取り消す際の公告（第９条）） 

 

経営管理権集積計画に関する公告 

 

 令和６年１２月１２日に、下記森林に関して定めた経営管理権集積計画を取り消した

ため、森林経営管理法第９条の規定により公告する。 

 

 令和６年１２月１２日 

 

すさみ町長 岩田 勉   

 

記 

 

１ 経営管理権集積計画を取り消した森林 

 

整理番号 所在・地番 
林班

小班 
地目 面積（ha） 備考 

集 5-004 

佐本西野川 100 ハ９  

山林 

0.0225  

佐本西野川 104 ハ９ 0.1081  

佐本西野川 106-1 ハ９ 0.2034  

集 5-005 

佐本西野川 100-1 ハ９  

山林 

0.2080  

佐本西野川 102-1 ハ９ 0.0158  

佐本西野川 103 ハ９ 0.0512  

 

２ 経営管理権集積計画を取り消した理由 

  森林所有者からの申出による 

 

（教示） 

１ この処分について不服があるときは、行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）の

規定により、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、市

町村長に審査請求書を提出して審査請求をすることができます。 

２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日

の翌日から起算して６か月以内に、市町村を被告として（訴訟において市町村を代表

する者は市町村長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。

なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対

する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することがで



きます。 

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審

査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請

求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当

な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その審査請

求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても審査請

求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。 

 

以上 

 

（記載要領） 

 １ 森林の所在等の情報については、取り消した経営管理権集積計画の内容を記載す

ること。 

 


